
町民一人あたり　95万２千円
　町債の残高は、一般会計では前年度末より
３億4,491万円増の132億9,272万円、下水道
事業会計では前年度末より２億2,731万円減の
66億5,197万円で、合わせて199億4,469万円
となり前年度末残高より増となりました。
　町債の推移については、合併した平成18年度
末の残高は約222億円でしたが、平成25年度末
には29億円減の約193億円まで減少しました。
　しかし、平成26年度から増加に転じ、令和２
年度末で10億円増の約203億円まで増加してい
ます。令和６年度は、下水道事業会計の残高は
減少しましたが、庁舎等リニューアル事業など
の大型事業の実施により、前年度末より１億円
増の約199億円となりました。
　今後、将来世代に負担を先送りすることがな
いように町債の発行を計画的に行い、持続可能
な財政運営に取り組む必要があります。

町民一人あたり　22万５千円
　一般会計基金については、使途を定めない財
政調整基金は２億円を取崩したことで残高18億
7,937万円となり、町債返済のための減債基金
は4,170万円を積立てたことで残高２億96万円
となりました。また、使途を定めている特定目
的基金は１億8,550万円を取崩して各事業に充
てた一方、ふるさと納税による寄付金等を１億
7,722万円積立て、残高21億4,255万円となっ
たことから、一般会計基金の残高総額は42億
2,288万円となりました。
　特別会計基金の残高は、2,223万円減の１億
9,630万円となりました。
　町民一人当たりに換算すると約22万５千円の
貯金を保有している計算になります。

まちの借金はどれくらい？ 令和6年度会計別決算額

財政健全化における財政指標

まちの貯金はどれくらい？
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（単位：万円）

区　分 5年度末現在高 6年度中借入額 6年度中償還額 6年度末現在高

普　通　会　計 1,294,781 129,573 95,082 1,329,272 
一般会計 1,294,781 129,573 95,082 1,329,272 

下水道事業会計 687,928 50,450 73,181 665,197 
合計 1,982,709 180,023 168,263 1,994,469 

●町民一人あたり町債現在高　95万2千円
　＜町債 現在高　 1,994,469万円÷20,942人≒95万2千円 ＞

（単位：万円）
区　分 5年度末現在高 6年度中取崩し 6年度中積立額 6年度末現在高

普
通
会
計

財政調整基金 207,788 20,000 149 187,937
減債基金（一般） 15,926 0 4,170 20,096

目的基金 215,083 18,550 17,722 214,255
合　　計 438,797 38,550 22,041 422,288

公
営
事
業

国保財政調整基金 13,621 4,162 15 9,474
介護給付準備基金 8,232 0 1,924 10,156

合　　計 21,853 4,162 1,939 19,630
土地開発基金（現金） 39,090 10,408 0 28,682

基金合計 499,740 53,120 23,980 470,600

●町民一人あたり町基金現在高　22万5千円
　＜基金 現在高 470,600万円÷20,942人≒22万5千円 ＞

■普通会計と特別会計
　普通会計とは、総務省の定める会計区分で、一
般会計、特別会計など各会計で経理する事業の範
囲が自治体ごとに異なっているため、統一的な基
準で整理して比較できるようにした会計区分のこ
とを言います。
　愛荘町では一般会計と4つの特別会計がありま
す。そのうち国民健康保険、後期高齢者医療、介
護保険は法律で別に会計を設けるよう義務付けら
れています。これを公営事業と呼んで区分けして
います。
　それ以外の特別会計は、各自治体が条例を設け
て会計を分けているものであるので、町の財政が
どのような状況にあるのかを見る場合には、これ
らを含める必要があり、一般会計と公営事業以外
の特別会計を合わせたものを「普通会計」とし
て、町の財政状況を判断しています。

歳　入
◆ 自主財源
　町税や使用料・負担金など町が独自に集めるこ
　とができる財源
◆ 依存財源
　国や県の支出金など町がまかなうことができな
い財源
◆ 地方交付税
　地方公共団体（都道府県や市町村）の人口・面
積・税収などに応じて国から交付されるもの
◆ 地方債（町債）
　大きな事業を行うために、長期的に国や金融機
関から借り入れるお金
◆ 国庫支出金・県支出金
　国や県が奨励する事業や委託事業に対して交付
される補助金や委託金

歳　出
◆ 義務的経費
　支出が義務的で任意に削減できない経費
◆ 一般行政経費
　公共施設の管理運営経費など
◆ 投資的経費
　道路や建物の整備など、その支出の効果が長期
にわたって残るものに支出される経費
●公営企業会計
　地方公営企業法の全部または一部を適用してい
る事業を法適用事業と言い、法適用事業におい
て、発生主義に基づく企業会計で処理される会計
のことを公営企業会計と言います。
　下水道事業は令和元年度より地方公営企業法の
一部を適用し、公営企業会計として運営していま
す。

収入および支出
◆ 収益的収入・支出
　サービスの対価としての料金収入と、サービス
の提供に要する支出からなっているものです。年
度内の企業活動により予定される収益とそれに対
応する費用が現金の出入りがあるかないかにかか
わらず計上されます。
◆ 資本的収入・支出
　公営企業の設置目的である住民へのサービス等
の提供を維持するためおよび将来の利用増等に対
処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設
の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に
要する資金としての企業債収入、企業債の元金償
還等に関する収入および支出からなっています。
原則として現金の動きを伴うもののみが計上され
ます。

＊�端数処理の関係で他の関係資料と数値が異な
る場合があります。

用語の解説

会 計 区 分 歳入　Ａ 歳入歳出差引
C=A-B

繰越財源
D

実質収支
E=C-D歳出　Ｂ

一　般　会　計 120億1,005万円 8,525万円 4,353万円 4,172万円119億2,480万円

特
別
会
計

土地取得造成事業 131万円 0 0 0131万円
国民健康保険事業 17億6,998万円 2,434万円 0 2,434万円17億4,564万円
後期高齢者医療事業 2億6,710万円 268万円 0 268万円2億6,442万円
介 護 保 険 事 業 16億4,012万円 9,100万円 0 9,100万円15億4,912万円

合　計 156億8,856万円 2億327万円 4,353万円 1億5,974万円154億8,529万円

会 計 区 分 収入　F 支出　G 差引 H=F-G
公
営
企
業
会
計

下 水 道 事 業
〔収益的収支〕 10億5,767万円 9億8,046万円 7,721万円

下 水 道 事 業
〔資本的収支〕 7億4,976万円 8億4,592万円 △9,616万円

※１

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、当町の財政の健全性を示
す4つの指標「実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「連結実質赤字比率」、「将来負
担比率」を公表します。
　4指標のうち、どれか1指標でも、それぞれに設定された「早期健全化基準」以上の
数値となれば、早期改善を目指す「早期健全化団体」となり、「将来負担比率」を除く
3指標のうち、どれか1指標でも、それぞれに設定された「財政再生基準」以上の数値
となれば、悪化が深刻化した「財政再生団体」と判定されます。
　当町は、いずれの指標も早期健全化基準値を下回っていますが、引き続き健全な財
政運営の維持・継続をしていかなければなりません。
●愛荘町の健全化判断比率４指標

令和5年度 令和6年度 早期健全化基準
(イエローカード)

財政再生基準
(レッドカード)

実 質 赤 字 比 率 － －  14.34 20.00
連結実質赤字比率 － －  19.34 30.00
実質公債費比率 5.4 5.7 　25.00 35.00
将 来 負 担 比 率 32.6 45.9 350.00 －

【実質赤字比率】
　普通会計の「実質収支」が赤字の場合に、その金額を「標準財政規模」で除し
た割合で、愛荘町は実質収支が黒字となっています。

【連結実質赤字比率】
　普通会計と特別会計の総合計が赤字となる場合に、その金額を「標準財政規
模」で除した割合で、地方公共団体の総合的な資金繰りを見る指標です。愛荘町
は総合計が黒字となっています。

【実質公債費比率】
　18％以上の団体は、地方債の発行に際し、公債費負担適正化計画を策定のうえ許
可が必要となります。また、25％以上の団体は、財政健全化計画の策定（議会の議
決）のうえ許可が必要となります。35％以上の団体は、災害復旧事業等を除き地方
債の発行を制限されます。

【将来負担比率】
　普通会計と特別会計の地方債残高のうち、普通会計が実質的に負担する残高か
ら基金残高を控除した額に、「連結実質赤字」、職員が自己都合退職した場合の
退職金、債務負担行為に基づく支出額、さらには、地方三公社や地方公共団体が
出資している第三セクター法人への債務保証額・損失補償額の一部を加算した総
額を「標準財政規模」で除した割合で、350％以上の団体は、財政健全化計画の
策定（議会の議決）等が必要となります。

問 経営戦略課　☎0749ー42ー7680

※１ 不足分は当年度分消費
税及び地方消費税資本的収
支調整額764万円、当年度
利益剰余金8,852万円で補
てんした。
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